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○教育長（小林一己） それでは定刻になりましたので、ただいまから平成 30年昭島市教

育委員会第６回定例会を開会いたします。 

本日は神薗指導主事から欠席の届出が出ておりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

     それでは会議に入ります。前回の会議録の署名につきましては、すでに調整を

終わり署名も得ておりますので御了承ください。 

     次に、教育委員会会議規則第 16条の規定に基づく本日の会議録署名委員であり

ますが、３番の石川委員、そして４番の氏井委員でございます。よろしくお願い

いたします。 

     本日の日程は、お手元に配布のとおりとなっておりますのでお願いを申し上げ

ます。 

     日程第４、教育長の報告に移ります。 

初めに、今月 18日に大阪地方で発生いたしました地震により、小学校のブロッ

ク塀が倒壊し、小学校４年生の女子児童がお亡くなりになりました。ご遺族に謹

んでお悔やみを申し上げますとともに被災された皆様に心からお見舞いを申し上

げます。 

     私からの報告はこの件でございます。この事故を受けまして、昭島市教育委員

会では、公立小中学校に設置してあるブロック塀の緊急調査を実施したところで

ございます。新聞等で報道されておりますが、現在、武蔵野小学校の南側、そし

て福島小学校のプール、そして多摩辺中学校のプール沿いにそれぞれ設置してあ

るブロック塀が、建築基準法の基準 2.2ｍ以下に適合していないことが確認をい

たしたところでございます。現在、調査資料の分析をいたしておりますが、児童

生徒の安全を最優先し、学校と協力しながら早期に対応してまいりますのでよろ

しくお願い申し上げます。今後、詳細の調査をした段階で、場合によってはまた

新たに該当校、該当場所が増えることがあるかと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

     私からの報告は、本日は以上とさせていただきます。  

     なお、教育委員会名義使用の件数は、お手元の資料のとおり６件となっており

ます。 

     ただいまの報告につきまして御意見がありましたらお願いをいたします。 

     よろしいでしょうか。それでは以上で私の報告を終わります。 

     それでは日程５の議事に移ります。 

議案第 13号「平成 30年度昭島市立学校学校評議員の委嘱について」の説明を

求めます。 

 

○統括指導主事(長﨑将幸) 議案第 13号「平成 30年度昭島市立学校学校評議員の委嘱に

ついて」御説明いたします。本議案に提出しております共成小学校と中神小学校

の学校評議員でございますが、４月の定例教育委員会で学校評議員として委嘱の

承認をいただきました委員に加えて委員を追加で委嘱するものです。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

○教育長（小林一己） 議案第 13号についての説明が終わりました。 
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本件に対する質疑、意見をお願いいたします。 

     いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは御意見等がございませんの

でお諮りをしたいと思います。 

     本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○教育長（小林一己） 御異議なしと認め、議案第 13号は原案どおりに決しました。 

     続きまして、報告事項に移ります。報告事項１「就学相談説明会の開催につい

て」説明を求めます。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 報告事項１「就学相談説明会の開催について」御説明いた

します。 

就学相談説明会でございますが今年度初めて開催するものでございます。開催

の目的でございますが、就学相談の件数の増加、自閉症・情緒障害特別支援学級

固定制の開設、小学校における特別支援教室による指導の全面実施という状況を

踏まえ、昭島市で進めている特別支援教育、特別支援学級での指導の様子、就学

相談、進め方について説明会を開催し、小学校の就学や中学校の進学を控えてい

る保護者に周知し説明する機会を設けるものです。 

     開催日時は、７月 24日火曜日午前 10時から正午まで、開催場所は昭島市民ホ

ールでございます。説明会の内容でございますが、前半は全大会として昭島市で

進める特別教育について、昭島市立学校で設置している特別支援学級、特別指導

教室について、就学相談、進め方について説明を行います。後半につきましては

予約制による個別相談会を行います。 

周知方法でございますが、「広報あきしま」７月１日号及びホームページにおい

て市民の皆様には周知をいたします。また、市立小学校及び市内の幼稚園、保育

所、認定こども園にはチラシを配布して周知をいたします。 

以上でございます。 

 

○教育長（小林一己） 報告事項１の説明が終わりました。本件に対する意見等をお願い

いたします。 

 

○委員（紅林由紀子） ことし初めて、このような会を開催されるということで、とても

ありがたいことだなというふうに感じました。初めてのことなので、多分どのく

らいの方が来られてどんなふうになるのかというのが、やってみないとわからな

い部分もあるかと思うんですけれども、やはりこういった情報が、より具体的に

広く皆様が聞く場があるということはとてもいいことなのではないかなというふ

うに思います。ただ、日時が平日の 10時から、お昼ということで、なかなかもし

かして中学校に進学されるお子さんをお持ちの保護者の方だと、もしかするとも

う仕事に出ちゃって、なかなか平日の午前中とかだと行きにくいということもあ

るかもしれないので、今後またちょっとその辺を柔軟に、今年度を踏まえてまた

お考えいただければなというふうに思います。 

     ひとつお伺いしたいんですけれども「(2)個別相談会(予約制)」というのがある
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んですけれども、これはやはりこういったことは、特に個別に相談したい、相談

できる場があるというのはとてもいいと思うんですけれども、この予約制という

のは、事前に電話予約するという感じですか、それともホームページとかからメ

ールでも予約できるとか、その辺の、当日お話を聞いてみて、もうちょっと個別

に聞きたいなといったら当日でも大丈夫なのかとか、その辺はどのようにお考え

ですか。 

 

○統括指導主事(長﨑将幸) まず委員からお話をいただきました土曜日とか休日にどうか

ということについては、ちょっと今年度の状況を踏まえてまた検討してまいって

いきたいなというふうに考えております。 

個別相談につきましては、指導課の特別支援教育係に電話をしていただいて、

そこで予約をしていただくという形を今年度は取らせていただきたいなというふ

うに思います。初めての会なので、どれぐらいの方が個別相談を御希望されてい

るかということもわからないので、まずは予約制という形で今年度は取らせてい

ただきました。もし個別相談に余裕があれば、当日飛び込みでちょっと相談した

いんだけれどもということでお受けをしていきたいなというふうには考えており

ます。また、あまりにもその日が多ければ、また御都合のよい日を伺いながら、

ちょっと時間を改めて個別相談していきましょうという形で御案内をしていきた

いなというふうに考えております。 

 

○委員(紅林由紀子) わかりました。よろしくお願いいたします。 

 

○委員（石川隆俊） ちょっと伺っていいですか。大変大事なことだと思いますが、これ

はどういうふうな御家庭というか、それを対象にしているかというと、やはりち

ょっとそういう意味で心配だという人に来ていただくというのが趣旨ですか。そ

れとも、広く昭島市がこれからやろうと思うことを周知するというふうな、どち

らでございましょうか。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 主な対象と想定している方は、来年度、小学校・中学校に

入学されるお子様を持つ保護者の方で、特に発達面で不安をお持ちだとか、もと

もと病院に通っていて特別支援学級や特別支援学校を考えているという保護者の

方を一番の対象にしています。ただ、ほかにも昭島市の特別支援教育について知

りたいなという方々にも来ていただいて構わないというような形で設定をしてご

ざいます。 

 

○委員（石川隆俊） そうすると、そのために情報として、そういうのが、特にそういう

病院なんかに、これはある程度プライバシーでしょうけれども、そういう所に行

っている人に、連絡は広く出すわけでございますか。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 広報とホームページにも掲載してございますが、小学校６

年生の保護者、それから市内の幼稚園、保育所、それから認定こども園の年長さ

んのお子さんの保護者に対してはチラシを配布していただくようにお願いをして
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いますので、小学校入学と中学校進学を考えている、対象の保護者の方には全員

に情報が行きわたるような形で今進めているところです。 

 

○委員（紅林由紀子） 今のお話に少し関係するんですけれども、やはり発達にちょっと

心配があるお子さんの場合は、もうすでに医療機関にかかって診断を受けられて

いるお子さんもいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとどうなのかなと心

配しながらも、まだちょっと医療機関を受診するまでに行っていないとか、かな

り医療機関も混んでいるみたいなのでなかなかそこまで行けていないみたいな、

そういったお子さんをお持ちの保護者の方もいらっしゃると思うので、その辺の

方も含めてということですよね。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 今、委員におっしゃっていただいたとおり、そういう方も

含めてということで、チラシの所には「次のようなことに思い当たりませんか」

ということで、コミュニケーションがうまくとれないとか、言葉が少ないとか、

長い時間じっとしていられないということで、こういうことが思い当たる場合は、

ぜひこちらの説明会に来ていただければどうですかということの内容のチラシを

作成しているところです。 

 

○委員（白川宗昭） 私も先生方がおっしゃったことと同じようなことでございますけれ

ども、やはり今、いろいろお話を伺っていまして、やはりちょっと 24日、火曜日

一日だけというのは少し少ないような気がするんです。もうちょっと大勢の方に

来ていただきたいということであれば、もう少し間口を広げて土曜日だとか、そ

ういうときに２回、３回とやっていくのもいいんじゃないかなということを改め

て感じました。 

それから個別相談と言っても、やっぱりもう既にかかっているお子さんという

のは来やすいのかもしれませんけれども、本当に今おっしゃったようなちょっと

わからない、どうしようかなというような人は個別相談に行きにくいんだろうと

思うんですよね。だからその前の段階でいろいろ説明してあげるということがす

ごく大事なんじゃないかなというふうに思います。 

それから、この会に行くこと自体もちょっと、という人も中にはいるのかもし

れませんし、だからなるべく間口を広げてあげるということ、誰でもいいんです

よという体制をつくってあげた方が皆さん来やすいということじゃないのかなと

問題を抱えている人だけというふうにやっちゃうとこれでもいいのかもしれない、

ということですよね。そんなふうに思いますけれどもいかがですか。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 今、白川委員からおっしゃっていただいたとおり、まず１

回目やってみて、そこの感触でまた今後どういうふうにしていくかということは

検討していきたいなというところです。今までこういう説明会をしていなかった

ところで、やっぱり全体像が見えなくて相談しづらいんだという御意見をいただ

いたので、まずやっぱり昭島市がどんな特別支援学級を開設していて、どんな様

子なのかということを全体で説明できる会をということで今回新たに始めますの

で、そこのいろんな御意見をいただきながら、また市民の皆様にもより知ってい
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ただくような機会を取っていければなというふうに思っています。 

     また、７月 13日の金曜日、これも平日なんですけれども特別支援教育の、普段

いつもやっています市民説明会等もあります。そこの場でまたこの相談会につい

ては説明をして、宣伝をしながらより多くの方に来ていただけるように働きかけ

をしていければなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○委員（氏井初枝） 今までの委員の方々のおっしゃったことに基本的には賛成なんです

けれども、保護者が出向くのではなくて、市役所のほうから、逆に小学校とか中

学校に出向くというような機会、学校数が多かったり、いろいろ難しいところが

あるかもしれませんけれども、近隣の所にいくつか集まって出向いてやるなんて

いう方法もちょっと取り入れてみてもいいかなと。とにかく初めてのことなので

どうなるか全然わからないので、今回なさってみていただいて、またこれからの

方法を探っていくという方法もあるかなと思うんです。その時に、出向くという

方法もちょっと考えていただけたらなと思います。ちょっと難しいかもしれない

んですけれども。 

なかなかこういう所に行くというのは親御さんにとってはハードルが高いんだ

と思うんです。今までの自分の経験からすると。だから出向くのではなく、やっ

ぱり来ていただくという方がちょっと敷居が低くなるかなと思ったのでこのよう

な意見を申し上げさせていただきました。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 今、氏井委員からいただいた意見もそのとおりだなという

ところもありますが、その中でやれることを段階的にやっていければなと思いま

すので、今回についてはまず説明会をというところで、そのあとまた各幼稚園や

保育所のほうにどのような形で関わっていけるかということについては、また検

討させていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○委員（紅林由紀子） 先ほどの白川委員がおっしゃった、人の目が気になるという部分

の問題で、本当にここはデリケートな問題でもあって、毎年開催していただいて

いる特別支援担当の研修会の所にも参加されていらっしゃるお母さん方は、もう

しっかりそういった診断も下りていて、そういった知識をかなりお母さん自身が

持っていて、すごく意欲的にそれに対して取り組んでいこうといった、そういっ

た横の連携もあるみたいな、そういったお母さん方がたくさん参加されているよ

うな印象を受けています。やはりそれ以外の、まだどうなんだろうか、うちの子、

こんなことを幼稚園でしちゃっているけどどうなのかなとか、そういった微妙に

悩んで揺れ動いて悩んでいらっしゃるそういった保護者の方にこそいろいろ聞い

ていただきたいという部分があるんですけれども、そういった方がやはりそうい

うふうな所に行くっていうことがやはりハードルが高いというか、人の目も気に

なるというところもあるのかもしれないんですけれども、なのでチラシをつくら

れる時に、そういうお子さんの保護者の方対象ですよみたいな形じゃなく、なる

べくもう少しぼやかしてというか、たくさんの方に来ていただきたいというよう

な感じの投げかけをするのも一つかなというふうな気がします。そういう人たち

だけじゃなくて、やっぱり本当にこのインクルーシブ教育の流れからいうと、み
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んなに聞いてもらいたいみたいな、そういった話でもあると思うので、そういっ

た方対象ですよという書き方じゃないほうがいいのかなというふうにちょっと私

は感じるんですけれども、でもちょっとした気がかりなことがあるだけでも来て

いいんですよ、みたいな、そういった少し緩いというか、そういった書き方をさ

れたらどうかなというふうにちょっと感じました。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） いろいろ御意見を伺いましたのでまたそこを追いかけなが

らよりよい方向に進めていければなと思います。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

     きょう、チラシを用意できますか。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） はい。 

 

○教育長（小林一己） ではそれをコピーして委員さんと傍聴の方に。 

     緊急なので白黒で。少しお時間をいただきます。 

 

○委員（白川宗昭） そのチラシというのは、ここに書いてありますけれども、認定こど

も園とか幼稚園とか、そういう所に置くという意味なんですか。それともそこを

通じて親御さんのところに全部配布するのか、その辺は。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 配布していただくようにお願いをしていますが、そこを配

布するかどうかはそれぞれの園の判断になるかと思いますので。あとは市役所の

窓口にも置いてはあります。 

 

○教育長（小林一己） 相談体制はどんな形になるんですか。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） 個別相談のところは、火曜日が就学相談員をしている臨床

心理士全員が勤務する日になっているので、専門性のある心理士３人がそれぞれ

個別相談を行っていくということ、それで火曜日という日を選んだというところ

もあって、そのような形で個別相談にある程度対応できる体制を取りたいという

ふうに考えています。 

 

○委員（氏井初枝） 先ほど私が申し上げた意見に関係してなんですけれども、私自身が

ほんのささやかな実践なんですけれども、自分自身がやってきたことがあるんで

す。それは自分が小学校の校長だったときに、自分の学校に入ってくる幼・小と

の連携の中で、小学校入学を控えている保護者会に行かせていただいて、いろい

ろ学校の様子などを話をさせていただいている中で、このインクルーシブ教育の

中で学校でこんなような特別支援教育に関係するような流れでやっているんです

よ、そのためにはこういうような教育相談の流れになっているんですよというの

を、市教委のほうでつくられたものなんかを実際にお見せしながら話をさせてい

ただいたということがあるんです。それは自分の学校に入ってくるいくつかの所、
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全部やりたかったんですが、それは保育園とか幼稚園のそれぞれの園長先生のお

考えもあって全部というわけにはいかなかったんですけれども、そんなふうにし

てだんだん広がっていくというのが一番無理なく、それで大勢の方対象にお話が

できる機会じゃないかなと思っているものですからお話をさせていただきました。

以上です。 

 

○教育長（小林一己） 今、チラシを御配付させていただきました。これを各学校等に置

く、あるいは直接配布するというふうな形で教育委員会のほうで考えております。 

先ほどいろいろ委員さんのほうから表現等の話も出ましたけれども、本年度が

初めてということなので、かなりこれも大量に刷ってあるので、そういう状況も

ありますので、次年度からはただいまのいろいろなさまざまな意見を、いただい

たことを考慮しながら、また利用しやすい相談説明会にしていきたいと思ってお

りますが、何かこれを見て気がついたことがあれば、それも含めてまた改めてお

願いいたします。 

 

○委員（石川隆俊） 十分に意味はわかると思いますけれども、これをもらっているなら

これでいいんですけれども、「入学するにあたりどのような学級に行くかお悩み

の」とお書きなんだけれども、だから以下のような御心配のある方はというふう

な意味じゃございませんけれども、まだどこに行くか決まっていないわけですよ

ね。ですから一番初めのところで、「どのような学級に行くべきかお悩みの保護者

は」というと、もうそういうふうなお子さんをお持ちで、もうそちらのほうに行

くのが前提みたいに捉えるような気がしますけれども。ただこれを見ると。ただ

それだけのことです。意味はわかりますよ、もちろん。「入学するにあたり、以下

のような御心配のある方は」という感じだと思いますけれども。意味はこれでい

いと思います。いると思いますよ、いろんなどこのおうちでも自分の子どもに普

通と違うんじゃないかと思う親はきっといると思います。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員（白川宗昭） 細かいことを言って恐縮なんですけれども、この文面だと、説明会

終了後には個別相談を行いますというので、７月 24日、終わってその日にやると

それだけなんですか、これは。それ以降常時受け付けますとか、だからこそ予約

が必要だとか、そういうふうな意味ではないわけですか、これは。 

 

○統括指導主事（長﨑将幸） この会の終了後には個別相談を行うということの趣旨でち

ょっとこれは書かせていただいたんですけれども、基本的には就学相談の相談に

ついても常時受け付けてはいますので、ここで必ず個別相談を受けなければいけ

ないわけでもございませんし、そこについては、今後書き方については再考して

いきたいと思います。誤解のないように周知ができればなと思います。 

 

○委員（白川宗昭） 「説明会終了後には個別相談も行います」なんだけど、行いますが、

その後いつでも受け付けられますのでとか、そういう文面がほしいということで
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す。 

 

○委員（紅林由紀子） この説明会は、就学相談とはどういうものかということに関して

の説明会だということですよね。という内容なんですよね。ちょっと、さっと読

むと、この報告資料の中に書いてある、どういう内容がここであるのかというこ

とが、このほうがちょっとわかるというか、就学相談というのはどういうものか

を御説明させていただきますといった内容が、少し私なんかが読むとちょっとわ

かりにくいかなという気がします。もちろんわからなくはないんですけれども、

ちょっとそこが、就学相談とはどういうものかということが書かれているんです

けれども、この説明会の中身はどういうものなのかということがちょっと見えに

くいかなという気が印象としてはしました。この説明会でどういうことをしてく

れるのかという、どういう情報が提供されるのかということがちょっとわかりに

くいかなというふうに、申しわけございません、私は感じました。そして就学相

談の中身について書いてあるんですけれども、「お子様が生き生きとした学校生活

を過ごすためにはどのような学級がよいのか昭島市教育委員会で判定します」と

書いてあるんですけれども、これは今も判定なんでしたっけ、判定委員会がある

んですよね、わかりました。印象としては、判定というのが人によっては誤解す

るというか、ここで、あなたのお子さんが行くのはここですよみたいなふうにそ

こで決めつけられちゃうような、そうしたちょっとドキッとした感じがあると、

行ったら決められちゃうみたいな、相談を受けたら決められちゃうみたいな誤解

を受けるかもしれないのでその辺はもう少し丁寧にお書きになったほうがいいの

かなというふうに感じました。 

次のようなことに思い当たりませんかというのは、確かに思い当たる保護者の

方心配になっている方はいると思うんですけれども、だからといって必ずしもそ

うだとは限らないというような、ちょっとこのちょっと一言あると違うかなとい

うか、心配な保護者はどんどん心配になっていっちゃうので、そういったことも

相談に乗ると、もっと具体的に御相談に乗ることができますよ、みたいな、そう

いった安心させてあげるような投げかけというかがあるといいかなというふうに

ちょっと感じました。でもことしはこれで結構ですので、その辺、微妙な気持ち

に是非寄り添って書いていただければなというふうに思います。以上です。 

 

○教育長（小林一己） 氏井委員、いかがでしょうか。 

 

○委員（氏井初枝） いろいろな御意見が出ましたけれども、とにかく今年度は最初の一

本ということなので、御提案いただいたもので私はよろしいと思いますけれども。 

 

○教育長（小林一己） わかりました。ではこの文面でいかせていただくというようなこ

とでよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

 

○教育長（小林一己） わかりました。来年度の実施の時には、今の御意見を踏まえた上

で対応させていただくと。当然のことながら、事前に教育委員会で御報告を差し
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上げる中で委員の皆様にも確認をさせていただくという形を取りたいと思います

がよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

 

○教育長（小林一己） わかりました。ありがとうございます。では他に報告事項１につ

いて御意見等があればお願いをいたします。 

     よろしいでしょうか。それでは以上で報告事項１を終わります。 

続きまして、報告事項２「昭島市教育福祉総合センター指定管理者の募集につ

いて」説明を求めます。 

 

○教育福祉総合センター建設室長（岡本匡弘） それでは報告事項２「昭島市教育福祉総

合センター指定管理者の募集について」御報告いたします。 

     昭島市教育福祉総合センターの運営につきましては、サービスの向上及び効率

的な運営を行うため指定管理者制度を導入いたしますが、今月４日より指定管理

者の募集を開始いたしましたので御報告いたします。  

     資料を御覧ください。まず、指定管理とする対象施設につきましては、昭島市

教育福祉総合センター及び昭島市民図書館、こちらは分館、分室及び移動図書館

「もくせい号」を含みます。２の指定管理期間につきましては、平成 31年４月１

日から平成 36年３月 31日までの５年間といたします。 

指定管理者が行う業務といたしましては、昭島市教育福祉総合センター条例第

23条に規定いたします総合センターの維持・管理に関する業務や国際交流教養文

化棟の運営に関する業務など、それと昭島市民図書館条例第 10条に規定する図書、

記録、視聴覚資料等の収集、整理及び保存に関する業務や図書館資料の貸出及び

閲覧に関する業務などでございます。 

４の募集要項の配布期間につきましては、平成 30年６月４日月曜日から７月３

日火曜日までといたします。 

５の事業者向けの説明会、施設見学会につきましては６月 20日水曜日に実施い

たしました。図書館及び総合センターの運営に当たって、業務の内容や本市の求

める基準がどのようなものか、事業者に十分理解していただくためのものでござ

います。この説明会の参加につきましては、応募に当たっての資格要件としてお

ります。なお 13の事業所に参加をいただきました。 

     ６の申請受付期間につきましては、７月４日水曜日から７月 17日の火曜日まで

といたします。 

     ７の候補者の選定についてですが、候補者の選定を公平かつ適正に行うため、

昭島市教育福祉総合センター指定管理者候補者選定委員会を設置し選定を行いま

す。 

選定委員会ですが、教育長を委員長とし総合センターに関連する市の部長職６

人と、図書館の専門委員として図書館学が専門の大学教授１人と、財務の専門委

員として税理士１人で構成しております。 

この選定委員会による一次審査といたしまして、申請書類による資格審査及び

書類審査。二次審査といたしましてプレゼンテーション及び質疑応答により選定

いたします。ここで選定した事業者を８月に候補者として決定する予定でござい
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ます。 

資料を２種類添付をしております。昭島市教育福祉総合センター指定管理者募

集要項、こちらは候補者を募集するに当たりまして、対象とする施設の概要、そ

れから指定期間、申請手続き、選定方法などを記載しております。昭島市教育福

祉総合センター指定管理者業務要求水準書、こちらは募集要項と一体のものとし

て施設で行う業務の概要を示すとともに、指定管理者が業務を遂行するに際し市

が要求する水準や条件を示したものでございます。 

以上、簡略な説明で恐縮ですが御報告いたします。 

 

○教育長（小林一己） 報告事項２の説明が終わりました。 

本件に対する御意見をお願いいたします。 

     いかがでしょうか。 

 

○委員（石川隆俊） これは一種の、市がやる大変重要な選択だと思いますが、このとき

に一種の就職を個人ですけれども、個人じゃなくてグループのようなものが応募

してきてそれを判定するという極めて難しいわけですが、基本的にはそのときに

プレゼンテーションしたりする人間は一人なんですか。 

 

○教育福祉総合センター建設室長（岡本匡弘） プレゼンテーションの人数というのは特

に決めておりませんので、その事業所が来ていただいて、資料、例えばパワーポ

イント等を使ってそれぞれその事業の内容をアピールしていただくと。 

 

○委員（石川隆俊） 実際にこの業務を委託する場合には、複数参画するわけですね。そ

こから複数の方が。 

 

○教育福祉総合センター建設室長（岡本匡弘） 業務を行うに当たりましては個人ではな

くて団体ということで募集をしております。 

 

○委員（石川隆俊） 団体としては大体何人ぐらいを考えているわけですか。今回の場合。 

 

○教育福祉総合センター建設室長（岡本匡弘） 団体は一つで行われる団体であれば一つ

の事業所でいいですし、例えば図書館業務ですとか、あと施設の管理もあります。

あと清掃業務等もありますので、それぞれ１社で行えないということであれば事

業体を組んでの申請でも結構ですし、また一つの事業所が業務をそれぞれ委託す

るような形でも可能としております。 

 

○委員（石川隆俊） そういういろんな形があるから難しい。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員（白川宗昭） さっきのもそうなんですけれども、基本的なことなんですけれども、

さっきの就学相談のほうもそうなんですけれども、報告で上がってきているじゃ
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ないですか。今回のものも前に見たことがあるかなというところもあるんですけ

ども、やっぱり報告じゃなくて、一回もんでという場面が必要なんじゃないのか

なというふうに一つは思います。それはもう結構ですけど、６月から始まっちゃ

っているわけですからね。ちょっとそういうふうに思ったところはあります。 

それからそういうところと関連するんですけれども、例えば校舎棟と国際交流

教養文化棟が、図書館が月曜日休館なんですよね。ところが校舎棟のほうが土日

休館とか、ちょっと就労形態とかいろんなことがあって、そういう形になってい

るのかと思うんですけれども、ちょっと違うところがあるじゃないですか。細か

いことは今忘れちゃったんですけど体育館とか、体育館は日曜日だめとかいうふ

うになっているじゃないですか。そういうところというのはやっぱり同じじゃな

いと非常に市民からすると使いにくい部分がありはしないか、男女共同参画なん

かも土日は休館みたいになっているじゃないですか。現在もそうなのかもしれま

せんけど、何かそういう所をちょっと、月曜日は休みだけどほかはやっているみ

たいな、全体を統一したほうがいいんじゃないかななんてすごく感じるところが

あるんですけれども、もう報告になってしまっていますので、また次回改定する

ところでいいかと思うんですけれども、そういうところ、どうしてそういうふう

になっているのかというところも含めてお答えいただければありがたいです。 

 

○教育福祉総合センター建設室長（岡本匡弘） すみません、御報告になってしまいまし

て大変申しわけありません。どうしてもスケジュール的に今月募集を開始する予

定でありましたので、事前にお配りして確認はしていただいたところですが今回

御報告という形になってしまいました。 

     それで、校舎棟と国際交流教養文化棟の閉館日なんですけれども、基本的に校

舎棟に入るのは基本的な部分では直営ということになっております。児童福祉関

連それから教育関連施設こちらは直営ということになっておりまして、市の勤務

につきましては、基本的には土日はお休みということで、そこに入る施設は同様

の形としております。国際交流教養文化棟のほうは主に市民図書館が入りますの

でこれまでと同じような形で月曜日休館というような形で、休館日についてはち

ょっと違うような感じになってしまっております。さらに貸出する施設、校舎棟、

国際交流教養文化棟、それから体育館、市民へ貸出をいたしますが、こちらにつ

きましては特に利便性を高めるということで、ほとんど休みがなくいつでも貸し

出せるような、そんな考えからそれぞれこのようにバラバラになってしまったと

いうような形でございます。 

 

○委員（白川宗昭） その辺のところは指定管理の問題だけじゃないとよくわかるんです

けれども、やっぱり市民の立場に立って、使いやすさ、例えば体育館なんていう

のは親子で使うなんていう場合も、最近もお母さん方勤めている人が多いわけで

すし、土日の開放を使うということは非常に多いことだと思うんです。そういう

ところもやっぱりこれから是非一つ考えていってほしいなというふうにお願いし

ておきたいなと思っております。 

 

○教育福祉総合センター建設室長（岡本匡弘） 今、御意見いただきまして、体育館、土
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日使うんじゃないかということで、体育館等、市民に貸し出すところにつきまし

ては基本的には休みなくお貸しするような、年末年始をお休みといたしまして、

それ以外はお貸しするようなことで考えております。 

 

○委員（白川宗昭） わかりました。できるだけそういうふうに休みが違うようにならな

い方法がいいんじゃないかと、私は基本的には思っているものですからお考えい

ただければ幸いだとお願いしておきます。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員（紅林由紀子） こちらにとても細かくいろいろな業務要求水準書というものがつ

くられているんだなというふうに思い、大変感心したというか、本当にお疲れさ

までした。事前に見せていただいて、そのときにいくつか質問させていただいた

件のうちで、そのときにいろいろお話、御返答いただけたので、それでだいたい

了解したんですけれども、１件だけこの国際というのが頭についているというこ

とで、要求水準書のなかにも多文化多言語サービスというのが図書館のほうにあ

るというふうに定められているわけですけれども、そういった国際法務センター

もできましたし、外国の方の利用者もある程度想定できるんじゃないかというこ

とでお考えだと思うんですけれども、そういった場合の窓口対応、それがレファ

レンスに関してもそうですけれども、そういった日本語があまりおわかりになら

ない、流ちょうではない方が利用者としてきた場合の対応というものを水準書の

中には定めていらっしゃるのかどうか、ちょっと最初に見させていただいた時に

は、ちょっとそれが見つからなかったので、今回全部に目が通せなかったんです

けれども、その辺はどのようにお考えになっていらっしゃるのか教えていただけ

ますでしょうか。 

 

○生涯学習部長（山口朝子） 要求水準書の中にもさまざまな国際交流の事業をしている

というふうに私どもでは書かせていただいております。こちらを基にして事業者

のほうから運営計画については御提案をいただく予定でございます。例えば、最

初から何カ国語をしゃべれる方をはりつけてくれというようなふうにはうちのほ

うはしておりません。ただ、国際交流のそういう事業を行う上ではやはり言語の

ほうはどういうふうにコミュニケーションを取ってくるのかというのは重要にな

ってまいると思いますので、そこをどういう人員をはりつけてどういう事業が出

来るのかというのは御提案をいただきたいと思っておりますので、それを見た上

で私どものほうでどの事業者が適しているかというところを判断してまいりたい

と思っております。 

 

○委員（紅林由紀子） わかりました。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

     よろしいですか。特にないようですので報告事項２は以上でよろしいですか。

それでは、報告事項２をこれで終了をいたします。 
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     続きまして、次の報告事項３「平成 30年度昭島市中学生海外交流事業、昭島市

小学生英語チャレンジ体験事業及び昭島市中学生英語キャンプ事業の参加者数に

ついて」から８「昭島市公民館主催事業」については資料配付のみとさせていた

だきますが、御意見等あればお願いいたします。 

 

○委員（紅林由紀子） ３の中学生海外交流事業と小学生英語チャレンジ体験及び中学生

英語キャンプ事業の資料なんですけれども、昨年まで中学生英語キャンプ事業は

参加者があまり多くなかったように記憶しているんですが、今回、中１から応募

できるというふうに変えたということで、今回かなり応募生徒数が参加者の倍ぐ

らいに増えたという感じなんですが、やはりこれは中１の応募者が多かったとい

うような感じなんでしょうか。 

 

○庶務課長（加藤保之） 申込者数でございますが、１年生が 35名、２年生が 17名、３

年生が 11名となっておりまして、１年生だけでも定員を超える応募がありました。 

 

○委員（紅林由紀子） ありがとうございました。そのぐらいやっぱり１年生は英語を始

めたばかりで意欲的にいってみようみたいな気持ちがあったのかなということで

喜ばしいことだなというふうに思いましたので、ちょっと半分の方は落ちてしま

う、これは抽選ですか。 

 

○庶務課長（加藤保之） 今回の場合は応募者数が定員を超えましたので抽選とさせてい

ただきました。 

 

○委員（紅林由紀子） 抽選ということで公平な結果ですので、落ちた方は残念だったと

思いますけれども、定員に満たないよりはずっといいと思いますので、これから

も中１からいけるという形にしていただけるといいなというふうに思います。あ

りがとうございました。 

 

○庶務課長（加藤保之） 今回の応募の結果を見ますと、例えば今回２、３年生のみであ

れば定員に達していないという状況ですので、１年生の参加も今回効果があった

のかなというふうに考えますので、次回以降もこのような形でと考えております。 

 

○委員（紅林由紀子） ありがとうございました。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。 

     一応、報告事項資料配付のみとなっておりますけれども５番の群馬県立自然史

博物館企画展、これをちょっと担当のほうから簡単に御説明をさせていただきま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） それでは私のほうから企画展のほうのお話です。 

まず、期間が７月 14日から９月２日までということで、年２回やる企画展のう

ちの夏の企画展にアキシマクジラが出るというところが概要になります。「哺乳類
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３億年の歴史」というサブタイトルにあるように、恐竜がいたころの時代から哺

乳類だけになってしまったところの化石をいろいろと展示する中で、アキシマク

ジラが初めて眺められて展示されるということですので、非常に貴重な機会だと

いうことで、マスコミ等にも博物館が流しているようでございます。展示の方法

は、下顎から順番に脊椎、胸椎、ずっと背骨までいって、もちろん肩の位置には

肩甲骨から上腕骨、尺骨、橈骨、指の先まで、半面ではあるんです、要は立体的

に飾るのではなくて、平面に並べるような形にはなるんです。これは化石の自重

の関係によります。 

そういったことで非常に貴重な機会ですので、是非機会があれば行っていただ

きたいということの御紹介と、先般、前回の教育委員会でもお話しさせていただ

きましたが、市民向けにバスを増やして２台 60人の見学ツアーも７月に夏休み期

間に行う予定でございます。あわせて御紹介をさせていただきたいというふうに

考えております。以上でございます。 

 

○教育長（小林一己） いかがでしょうか。 

     ぜひお時間があれば博物館のほうに足を運んでいただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

     ほかによろしいですか。 

 

○委員（紅林由紀子） ４の郷土資料室の特別開室、まが玉作り教室ということで、例年

まが玉作り教室を開催していただいているんですけれども、これはかなり人気の

催しなんでしょうかということをお伺いさせていただきたいと思うのと、あとほ

かの企画とかもお考えになっていらっしゃったりするのでしょうかという部分を

ちょっとお伺いしたいんですけれども。 

 

○社会教育課長（伊藤雅彦） まず御質問１点目の人気なんですが、ここ数年間定員より

必ず上回った応募がございます。応募が多少、１名、２名多い場合にはなんとか

職員の対応で全員に体験をしていただくという方向でここ数年は続いております。 

それから御質問の２点目のほかの教室、いろいろと以前もやってみたんですが、

例えば土器づくり、縄を使って土器をつくってみようとか、あとこれはまだやっ

ていないんですが繭玉づくり、ただこれは火を使ったりするもので、ただやはり

地域に伝わってきている伝統的な歳事であったり行事であったりするものを少し

でもお伝えしようというふうには考えております。また、子ども向けではないん

ですが、今のところ文化財めぐりというのを年２回やっていたんですが、これも

ちょっと小さいバージョンで、拝島のフジが咲いているときにミニチュアバージ

ョンをやってみたり、今年少し考えているのが、来年になってしまうかもしれな

いんですが、お母さん向けとかお子様向けの文化財巡りなんていうことも今ちょ

っと考えているところでございます。以上でございます。 

 

○委員（紅林由紀子） はいわかりました。 

     ありがとうございました。まが玉作り、人気だということでよかったなという

ふうに思います。今度新しい郷土資料館ができた際にはきっとまたいろいろ多彩
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なイベントをされると思うんですけれども、やっぱり実際に体験したりとかそう

いったワークショップみたいなものがあると、ちょっと今まで行ったことがない

けど行ってみようかなみたいな気持ちで足が向くということもあると思いますし、

体験したことでより興味が湧いてくる、さわったりとかということがあると思い

ますので、またいろいろと企画をしていただければというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

○教育長（小林一己） ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、その他といたしまして委員さんのほうから何かあればお願いをいた

します。よろしいですか。 

     次回の教育委員会の日程について事務局より説明をお願いいたします。 

 

○庶務課長（加藤保之） 平成 30年第７回定例会は、平成 30年７月 19日木曜日、午後２

時 30分から市役所 301会議室において開催いたします。 

 

○教育長（小林一己） 次回は７月 19日木曜日となっておりますのでよろしくお願いいた

します。 

     それでは、以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしましたので、平成

30年昭島市教育委員会第６回定例会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

以上 
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